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(57)【要約】
　本発明は、患者（１）、特に心臓停止患者の身体の少
なくとも部分を冷却するためのカバー（２）に関するも
のであって、身体または身体部分上に載置するための、
冷却液（８）を含む少なくとも１つの冷却部材（３）を
有し、その冷却部材が適用前に氷点より下に冷却される
。さらに、本発明は、この種の冷却カバー（２）と冷却
器具（１４）を有する、患者（１）の身体の少なくとも
部分を冷却するための冷却装置に関する。患者（１）の
皮膚表面の火傷なしで、患者（１）の特に迅速な冷却を
可能にする冷却カバー（２）を形成するために、冷却部
材（３）の内部に、冷却液（８）、特に水を収容するた
めに、冷却液（８）に比較して熱伝導性の良い材料（７
）、たとえばアルミニウム、銅または鋼からなる金属ウ
ールあるいはアルミニウムまたはグラファイトからなる
金属泡が含まれている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者（１）の身体の少なくとも部分を冷却するためのカバー（２）であって、身体また
は身体部分上に載置するための、冷却液（８）を含む冷却部材（３）を有し、前記冷却部
材（３）が使用前に氷点より下に冷却される、前記カバーにおいて、
　冷却部材（３）の内部に、冷却液（８）を収容するために、冷却液（８）に比較して熱
伝導の良い材料（７）が設けられていることを特徴とする、患者の身体の少なくとも部分
を冷却するためのカバー。
【請求項２】
　熱伝導の良い材料（７）が、良好な熱伝導率を有する金属または金属合金、たとえばア
ルミニウム、銅または鋼からなる金属ウールによって形成されていることを特徴とする請
求項１に記載の冷却カバー。
【請求項３】
　熱伝導の良い材料（７）が、良好な熱伝導率を有する金属または金属合金、たとえばア
ルミニウム、銅または鋼からなる金属泡によって形成されていることを特徴とする請求項
１に記載の冷却カバー。
【請求項４】
　金属泡が、開放孔で形成されていることを特徴とする請求項３に記載の冷却カバー。
【請求項５】
　熱伝導の良い材料が、グラファイトによって形成されていることを特徴とする請求項１
に記載の冷却カバー。
【請求項６】
　冷却液（８）が、水によって形成されていることを特徴とする請求項１から５のいずれ
か１項に記載の冷却カバー。
【請求項７】
　複数の冷却部材（３）が、フレキシブルな基盤（４）上に配置されていることを特徴と
する請求項１から６のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項８】
　基盤（４）が、シリコンから形成されていることを特徴とする請求項７に記載の冷却カ
バー。
【請求項９】
　基盤（４）が、ラテックスから形成されていることを特徴とする請求項７に記載の冷却
カバー。
【請求項１０】
　冷却部材（３）または基盤（４）と身体または身体部分との間に配置するための熱絶縁
する層（１１）が設けられていることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載
の冷却カバー。
【請求項１１】
　基盤（４）が、補強層を有していることを特徴とする請求項９または１０に記載の冷却
カバー。
【請求項１２】
　少なくとも１つの冷却部材（３）が、ほぼ直方体形状に形成されていることを特徴とす
る請求項１から１１のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１３】
　少なくとも１つの冷却部材（３）の、身体とは逆の側に、熱絶縁部（９）が配置されて
いることを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１４】
　少なくとも１つの冷却部材（３）の、身体とは逆の側に、反射層（１０）が配置されて
いることを特徴とする請求項１から１３のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１５】
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　冷却部材（３）が、ラテックスによって形成されていることを特徴とする請求項１から
１４のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１６】
　冷却部材（３）が、シリコンから形成されていることを特徴とする請求項１から１４の
いずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１７】
　少なくとも１つの冷却部材（３）の、身体へ向いた側に、特に高い熱伝導率を有する材
料からなる接触プレート（６）が配置されていることを特徴とする請求項１から１６のい
ずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項１８】
　少なくとも冷却部材（３）の下方において、基盤（４）が残りの領域よりも少ない厚み
で形成されていることを特徴とする請求項７から１６のいずれか１項に記載の冷却カバー
。
【請求項１９】
　少なくとも１つの冷却部材（３）または基盤（４）に、他の冷却部材（３）または基盤
（４）を結合するための部材（１３）が設けられていることを特徴とする請求項１から１
８のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２０】
　結合部材（１３）が、ファスナーによって形成されていることを特徴とする請求項１９
に記載の冷却カバー。
【請求項２１】
　少なくとも１つの冷却部材（３）または基盤（４）に、患者を固定するための部材が設
けられていることを特徴とする請求項１から２０のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２２】
　前記固定部材が、好ましくはクィック留め具を有するベルト、たとえばベルクロ（登録
商標）ファスナーによって形成されていることを特徴とする請求項２１に記載の冷却カバ
ー。
【請求項２３】
　患者（１）へ向いた側に、接着層が配置されていることを特徴とする請求項１から２２
のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２４】
　冷却部材（３）の間に、切込み（２２）、ミシン目などが設けられていることを特徴と
する請求項１から２３のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２５】
　患者（１）の温度を測定するためのセンサ（１２）が設けられていることを特徴とする
請求項１から２４のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２６】
　心臓マッサージのための電気的装置が配置されていることを特徴とする請求項１から２
５のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２７】
　冷却部材（３）が、覆いの形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６の
いずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２８】
　冷却部材（３）が、寝袋の形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６の
いずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項２９】
　冷却部材（３）が、フードの形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６
のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３０】
　冷却部材（３）が、腕または脚を収容するためのチューブの形状で配置されていること
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を特徴とする請求項１から２６のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３１】
　冷却部材（３）が、ミトンの形状で配置されていることを特徴とする請求項１から２６
のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３２】
　冷却部材（３）が、ストッキングの形状で配置されていることを特徴とする請求項１か
ら２６のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３３】
　コード、好ましくはカラーコードが配置されていることを特徴とする請求項１から３２
のいずれか１項に記載の冷却カバー。
【請求項３４】
　請求項１から３３のいずれか１項に記載の少なくとも１つの冷却カバー（２）と冷却器
具（１４）を有する、患者（１）の身体の少なくとも部分を冷却するための装置において
、
　冷却器具（１４）が、冷却カバー（２）を０℃より下の温度に冷却するように形成され
ていることを特徴とする冷却する装置。
【請求項３５】
　冷却器具（１４）が電気的に駆動される冷却アグリゲート（１４）によって形成されて
いることを特徴とする請求項３４に記載の冷却装置。
【請求項３６】
　冷却器具（１４）が、ペルティエ部材によって形成されていることを特徴とする請求項
３５に記載の冷却装置。
【請求項３７】
　冷却器具（１４）が、冷却カバー（２）を収容するための熱絶縁部（１７）を有するパ
ッシブな容器（１６）によって形成されていることを特徴とする請求項３６に記載の冷却
装置。
【請求項３８】
　容器（１６）の熱絶縁部（１７）が、排気されたケイ酸からなることを特徴とする請求
項３７に記載の冷却装置。
【請求項３９】
　冷却器具（１４）が、患者寝椅子内に統合されていることを特徴とする請求項３４から
３８のいずれか１項に記載の冷却装置。
【請求項４０】
　温度を測定するための少なくとも１つのセンサ（１８）が設けられていることを特徴と
する請求項３４から３９のいずれか１項に記載の冷却装置。
【請求項４１】
　少なくとも１つの温度センサ（１８）が、評価ユニット（１９）および場合によっては
音響的および／または視覚的な出力ユニット（２０）と接続されていることを特徴とする
請求項４０に記載の冷却装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体または身体部分上に載置するための、冷却液を含む少なくとも１つの冷
却部材を有し、その冷却部材が使用前に氷点より下に冷却される、患者の身体の少なくと
も一部を冷却するためのカバーに関する。
【０００２】
　本発明は、さらに、少なくとも１つの上述した冷却カバーと冷却器具とを有する、患者
の身体の少なくとも一部を冷却するための装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　本発明は、特に、心臓停止患者または卒中発作患者の冷却に関する。それにもかかわら
ず、脳外傷、脊髄外傷または敗血症ショック後の患者においても適用が可能である。そし
て、具体的な冷却カバーは、損傷、捻挫などを冷却するためにも使用することができる。
そして、具体的な冷却カバーは、製品、たとえば食料品などを冷却するためにも使用する
ことができる。
【０００４】
　実験により、心臓停止を有する患者の生存チャンスは、蘇生に成功した後に身体温度を
低下させることによって著しく増大できることが、明らかにされた。低体温の適用によっ
て患者の脳内の酸素消費が減少されるだけでなく、循環の回復に成功した後でも回復不能
の損害を発生させる、種々の細胞の崩壊プロセスが減速される。進歩する外来および救急
処置と集中医療における最新の医療テクノロジーの使用にもかかわらず、患者が病院外で
心臓停止を生き延びるチャンスは、あいわらず極めて低い。病院外での突然の心臓停止の
突発事件は、先進国において年当たり住人１００、０００人につき３６と１２８の間にあ
る。心臓停止の犠牲者が最初の４－６分以内に何ら処置を受けない場合には、すでに回復
不能の脳障害が発生する可能性がある。生存のチャンスは、処置なしでは毎分７から１０
％減少する。１０分後には、もはやわずかな蘇生の試みしか成功しない。
【０００５】
　心臓停止後の現在の治療は、蘇生措置に集中する。生命を支援する医療装置と高度に開
発された手術技術の使用は、医者に、比較的長い停止時間後でも犠牲者の循環を回復する
ことを可能にするが、脳の不可逆的な損傷の問題を伴う。自発的循環の回復後も、心臓停
止の間の血液の化学的および物理的変化に基づく脳と器官の致命的な損傷プロセスが続行
する（蘇生後症候群）。蘇生前、蘇生の間およびその後の、脳の損傷に責任のある病態生
理学的機構は、多様である。今日に至るまで、自発的な循環の回復後に脳を保護するため
の特殊な治療はない。細胞の破壊の機構を阻止することができる、生体臨床医学的薬品は
、多くを約束する研究分野であるが、まだ緒に就いたばかりである。従って世界中の研究
グループが、この致命的な機構を克服する他の可能性を調査している。
【０００６】
　現在、低体温は、蘇生後症候群を予防し、あるいは緩和するための最も進んだ医療コン
セプトである。多くの研究が、特殊な虚血性状態後の、特に心臓停止後の低体温の優れた
ポジティブな効果を示している。コントロールされない低体温とは異なり、心臓外科およ
び神経外科のため、または心臓停止後の蘇生のために使用されるような、治療的な低体温
は、コントロールされた条件を必要とする。治療的な低体温において、冷却の種々の度合
いが定義される：
【０００７】
　マイルドな低体温：３６－３３℃
　モデラートな低体温：３２－２８℃
　低い低体温：２７－１１℃
　深部の低体温：１０－６℃
　超深部の低体温：５－０℃
【０００８】
　心臓が原因の心臓停止を昏睡状態で生き延びることにおいて、正常体温に比較してマイ
ルドな低体温の使用を調査する研究は、身体温度を低下させることがこれらの患者におけ
る生存率と神経学的快復を改良することを、示している。アメリカ心臓協会（American H
eart Association）から、２００３年７月に、病院外の心臓停止の犠牲者をマイルドな低
体温によって冷却する推奨が出された。この推奨は、欧州においては、ＥＲＣ（European
 Resuscitation Council）、ＡＨＡ（American Heart Association）および世界各国の他
の多くの団体が属し、かつ心肺蘇生（ＣＰＲ）のための統一的指針の形成に努力する、Ｉ
ＬＯＲ（International Liasison cimmitee of Resuscitation）から、２００２年１０月
にすでに出されている。
【０００９】
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　マイルドな低体温においては、冷却の開始の時点とその期間が、決定的に重要である。
現在提供されている冷却方法は、低体温の早期の誘導には適していない。氷水に浸すこと
は、比較的迅速な冷却をもたらすが、実際には実施できない。衣服を除去して頭部と胴体
にアイスパックを取り付ける場合に、冷却は余りにゆっくりと生じる。血液の身体外冷却
は、温度を低下させるための最も迅速な方法ではあるが、補給業務上の困難を伴う。心肺
バイパスと熱交換器の使用は温度の急速な低下をもたらすが、冷却は、血管へのアクセス
を確保し、機器を準備するために必要とされる時間だけ、遅延される。氷のように冷たい
大量の液体の静脈内注入も、患者のゆっくりとした冷却しかもたらさない。
【００１０】
　マイルドな低体温は、蘇生の成功後できるだけ迅速に導入されなければならない。動物
実験的には、蘇生成功後のマイルドな低体温とは異なり、低体温の他の使用、すなわち心
臓停止においてすでに低い低体温を極めて迅速に導入することが、大いに期待がもてるこ
とを明らかにしており、その後患者は冷却の保護の元で病院へ搬送されて、病院内で初め
て管理された条件の元で蘇生される（"suspended Animation"仮死）。しかしこのコンセ
プトは、まず動物実験において証明されなければならない。
【００１１】
　細胞崩壊の機構を阻止する、迅速に導入される低体温冷却は、心臓停止犠牲者に限定さ
れない。身体温度を低下させることが望ましいと証明された、他の可能な適用は、たとえ
ば心筋梗塞、卒中、脳外傷、脊椎損傷または敗血症性ショックである。
【００１２】
　現在入手できる、健康な組織を侵さない冷却装置は、患者を迅速に冷却することはでき
ない。というのは、低温が皮膚と筋肉を通して移動されなければならず、これらのシステ
ムは部分的にしか作用せず、身体表面全体にわたっては作用しないからである。さらに、
既存の機器は、極めて大型で、重く、かつ取扱いが複雑であり、比較的長い準備時間を必
要とする。さらに、提供可能な機器は、大体において、たとえば救急車内では提供されな
い、永久的電力供給を必要とする。
【００１３】
　ＵＳ２００２／０１９３８５２Ａ１は、液状の冷却媒体を準備する装置と冷却媒体によ
って移送される低温を患者へ放出するための、冷却媒体によって貫流される装置とを有す
る、患者を暖めあるいは冷却するための、軽いポータブルのシステムを記述している。放
出装置は、患者の回りに配置されて、その場合に患者の顔は空けたままにされる。袋状の
放出装置は、スペーサ部材を有しており、その間に冷却媒体を案内するための中空空間が
形成されている。袋の一方の端部において、冷却され、あるいは暖められた液体が流入し
、反対側において排出される。発生する密閉性問題を別にして、記述されている装置は必
要とされる液体量が多いことにより極めて嵩張り、かつ重い。さらに、この方法によって
は、比較的低い冷却率しか得ることができない。そして患者の頭部の回りには冷却液は不
十分にしか流れず、従って十分に冷却されない。さらに、患者を覆ってしまうことにより
、この患者において調査または、たとえば心臓マッサージのような治療を実施することが
できない。
【００１４】
　他の知られている冷却装置は、皮膚がしばしば０℃より下の温度に冷却されてしまい、
それによって皮膚の火傷がもたらされる、という欠点を有している。たとえば、アイスキ
ューブまたは、０℃より下の氷点を有する冷却媒体（たとえば冷凍された塩、アルコール
溶液またはガス）を含み、かつ冷凍庫内に保存される冷却袋を用いて身体部分を冷却する
ことは、危険である。というのは、冷却部材を直接載置した場合に、皮膚が０℃より下の
温度に冷却されて、損傷がもたらされる可能性があるからである。たとえばアイスキュー
ブによる、冷却においては、問題は、溶ける氷により身体表面とアイスキューブとの間に
水からなる絶縁層が形成されることにある。水の熱伝導性が悪いことにより、身体の最適
な冷却が不可能になる。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　この従来技術に基づいて、本発明の課題は、患者が低すぎる温度によって損害を被るこ
となしに、できるだけ迅速な冷却率を得ることができる、特に心臓停止を有する患者の身
体の少なくとも一部を冷却するための、上述した種類のカバーを提供することである。冷
却カバーは、できるだけ小さく、かつ軽くあるべきであって、それによって病院の外部で
も、たとえば救急車内またはこの装置の外部でも、使用が可能となる。冷却カバーは、特
別に訓練を受けていない人によって、適用できなければならない。さらに、冷却カバーは
、使い捨て製品としても使用できるようにするために、できるだけ安価に形成できなけれ
ばならない。
【００１６】
　本発明の他の課題は、できるだけ迅速な冷却率を得ることができ、かつできるだけ小型
かつ軽く形成されている、少なくとも１つの上述した冷却カバーと冷却器具とを有する、
患者の身体の少なくとも一部を冷却するための上述した装置を形成することにある。冷却
装置は、病院の外部または救急車両内でも使用が可能であるように、できるだけ外部の電
力供給に関係なく、適用することができなければならない。
既知のシステムの欠点が回避され、ないしは減少される。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　第１の本発明に基づく課題は、冷却部材の内部に、冷却液を収容するための、冷却液に
比較して熱伝導性のよい材料が含まれていることによって、解決される。この特徴によっ
て、冷却液、たとえば水の、通常劣った熱伝導率が克服され、かつ良好な伝導率によって
、患者の皮膚上に冷却カバーを取り付けた後に冷却液の融解温度が極めて迅速に達成され
る。従って氷の大きい融解熱を冷却目的のために使用することができる。然るべき冷却液
の選択を前提として、このようにして皮膚の凍傷が回避される。冷却カバーによってそれ
に応じた熱容量が形成される限りにおいて、冷却カバーの載置のみによって身体の特に迅
速な冷却が得られる。本発明に基づいて、比較的良好な熱伝導率を有する材料内に含まれ
ている冷却液、特に水の使用を組み合わせることによって、所望の迅速な冷却率を得るこ
とができる。そのために必要なのは、患者の身体ないし身体部分の冷却を得るために、冷
却カバーの熱容量がそれに応じて大きいことである。その場合に氷の融解熱、すなわち液
状になるために氷が吸収する熱が、身体の冷却のために利用される。良好な熱伝導率を有
する材料によって、絶縁する水の層が形成されて、それが患者の身体または身体部分のそ
れ以上の冷却を阻止することが、防止される。他の既知のシステムに対する利点は、冷却
カバーの適用が特に簡単であって、従って訓練されていない人によっても行うことができ
、かつ調査または治療（たとえば心臓マッサージのような）を実施するために、カバーを
短時間取り除くこともできることである。そして、本発明に基づく冷却カバーの誤指示は
、どちらかと言えばあり得ない。というのは、冷却カバーは本発明に基づく、良好な熱伝
導率と高い熱容量の組合わせによって、皮膚に損傷をもたらさず、かつ内部の器官には余
り容易には作用しないからである。冷却カバーは、それぞれ適用領域に応じて、異なる大
きさと異なる厚みで形成することができる。
【００１８】
　その場合に熱伝導のよい材料は、良好な熱伝導率を有する金属または金属合金、たとえ
ばアルミニウム、銅または鋼からなる金属ウールによって形成することができる。金属ウ
ールは、各冷却部材内で適切な被覆によって包囲され、かつ冷却液を含浸される。たとえ
ば冷凍庫内で、冷却カバーを冷却した後に、金属ウールに浸み込んだ液状の媒体が、固体
の状態をとる。冷却カバーを使用する場合に、冷却液のそれ自体劣った熱伝導率が金属ウ
ールによって改良されて、従って冷却カバーから身体への迅速な熱移動ないし低温移動と
それに伴って皮膚表面の温度を冷却液の融解温度に迅速に低下させることが得られる。冷
却液の融解温度が０℃より余り低くない場合には、皮膚の火傷を恐れる必要がない。
【００１９】
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　同様に、熱伝導の良い材料を、高い熱伝導率を有する金属または金属合金、たとえばア
ルミニウム、銅または鋼からなる金属泡によって形成することが可能である。金属泡は、
特に小さい重量と高い機械的安定性を有する、金属からなる材料である。さらに、金属泡
内の孔によって、液体の貫流が可能であって、かつ大きい内表面が与えられる。
【００２０】
　金属泡は、好ましくは開放孔で形成されるので、できる限り多くの冷却液を吸収するこ
とができる。
【００２１】
　さらに、熱伝導の良い材料としてグラファイトを添加することが可能である。グラファ
イトは、上述した材料に比較して、より高い熱伝導率を有し、さらにもっと軽い。さらに
、この材料は、より安価で、生物学的に危険がない。その場合に、いわゆる膨張グラファ
イト＊の形式のグラファイトも使用することができる。グラファイトは、極めて大きい液
体の収容能力を有している。たとえば、グラファイトによって充填された体積の９０％ま
で水を充填することができる。それによってこの材料は、特別な程度において、本発明に
基づく使用に適している。
【００２２】
　低温による患者の皮膚の損傷を確実に回避するために、冷却液は水によって形成される
。水は、０℃の融点を有しているので、皮膚の温度が０℃より下にならず、従って皮膚の
火傷をもたらすことがない。その場合に好ましくは、純水が使用される。水における融解
熱も、３３５ｋＪ／ｋｇで比較的高い。融解熱は、氷が液体になるために吸収する熱であ
る。
【００２３】
　フレキシブルに適用可能な冷却カバーを得るために、好ましくは、複数の冷却部材がフ
レキシブルな基盤上に配置されている。それによって、冷却部材のための寸法の適切な選
択を前提として、冷却すべき身体部分の様々な表面への冷却カバーの最適な適合が得られ
る。
【００２４】
　その場合にフレキシブルな基盤は、好ましくはラテックスから形成されている。天然ゴ
ムから形成されるこの材料は、特に容易に加工可能であり、比較的安価で、かつ極めて大
きい伸張能力を有している。さらに、この材料は環境になじみ、朽ちることができ、低い
温度に耐える。
【００２５】
　フレキシブルな基盤は、シリコンから形成することもできる。この材料は、特にフレキ
シブルで伸張可能であるので、冷却カバーを皮膚上に容易に載置することができる。
【００２６】
　本発明の他の特徴によれば、冷却部材または基盤と身体または身体部分との間に配置す
るための熱絶縁する層が設けられている。それによって皮膚表面を過冷却からさらに良く
保護することができ、それが種々の適用領域において目的に合っている。もちろん、熱絶
縁する層を直接冷却カバーに固定し、あるいはこの冷却カバーと一体的に形成することが
できる。
【００２７】
　基盤が裂けるのを防止するために、基盤が、たとえば織物からなる、補強層を有するこ
とができる。
　冷却部材のできるだけ高い熱容量を得ると同時にその小さい寸法、特にその高さを得る
ために、少なくとも１つの冷却部材が好ましくはほぼ直方体形状に形成されている。
【００２８】
　周囲空気による冷却カバーの急速な加熱を防止するために、少なくとも１つの冷却部材
の、身体とは逆の側に、熱絶縁部を配置することができる。この種の絶縁は、容易に加工
される、劣った熱伝導率を有する種々の材料によって得ることができる。
【００２９】
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　付加的に、少なくとも１つの冷却部材の、身体とは逆の側に、少なくとも１つの反射層
を配置することができるので、たとえば太陽入射による、冷却カバーの加熱が回避され、
ないしは減少される。
【００３０】
　冷却部材は、基盤と同様に、ラテックスから形成することができる。この材料は、すで
に上述したように、特に容易に加工可能であり、比較的安価で、かつ良好な伸張能力を有
している。
【００３１】
　冷却部材は、シリコンから形成することもできる。この材料は、すでに上述したように
、特に高い柔軟性と伸張能力を有している。
【００３２】
　冷却部材の、身体へ向いた面に、患者への低温の移動を促進するために、特に高い熱伝
導率を有する材料からなるプレートを配置することができる。そのプレートは、金属から
なるプレートとすることができる。
【００３３】
　その代りに、最適な熱移動を得るために、基盤を少なくとも冷却部材の下方の箇所にお
いて、より小さい厚みで形成することができる。
【００３４】
　冷却カバーのフレキシブルな形状付与を得るために、少なくとも１つの冷却部材または
基盤に、他の冷却部材または基盤と結合するための部材を設けることができる。それによ
って複数の冷却部材をモジュール状に互いに並べて、互いに結合することができる。形成
される冷却カバーの大きさと形状が、それぞれの使用場合に適合される。
【００３５】
　結合部材は、ファスナーによって形成することができる。
【００３６】
　患者の冷却カバーがずれるのを防止するために、少なくとも１つの冷却部材または基盤
に、患者に固定するための部材、たとえば、ベルクロ（登録商標）ファスナーのような、
クィック留め具を有するベルトを設けることができる。この固定部材が直接冷却カバーに
固定されている場合に、使用場合において固定部材が手元にあることが、確実に保証され
る。これは特に、心臓停止患者において使用する場合に、特に重要である。というのは、
ここでは救急措置が特に迅速に行われなければならないからである。
【００３７】
　患者に冷却カバーをさらに良く接触させるために、冷却部材の、身体へ向いた側にも接
着層を配置することができる。冷却カバーの使用前に、好ましくは、接着層上に配置され
ているカバーフィルムが引き剥がされて、その後冷却カバーが患者の皮膚上に接着される
。その場合に好ましくは、皮膚になじむ接着剤が使用される。接着層は、冷却カバーの下
側の少なくとも部分上に、たとえば液体の状態で塗布して、その後適切なフィルムで覆う
ことができる。同様に、両面接着テープの形式の接着層を、冷却カバーの、身体へ向いた
側に取り付けることが可能である。
【００３８】
　冷却カバーの冷却部材の間に、切込み、ミシン目などが配置されている場合には、冷却
カバーを特に簡単かつ効果的に道具なしで分離して、該当する要請に大きさを適合させる
ことができる。
【００３９】
　本発明の他の特徴によれば、患者の温度を測定するためのセンサを設けることができる
。然るべきエレクトロニクスおよび然るべき音響的または視覚的な出力装置と接続するこ
ともできる、このセンサによって、たとえば皮膚表面の温度の監視を行い、求められた温
度値に基づいて所定のステップをセットすることができる。身体のコア近傍のエリア内の
温度の監視も、特に重要である。というのは、たとえば心筋を３０℃より下に冷却する場
合には、再び心臓停止の危険が与えられるからである。



(10) JP 2008-514312 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

【００４０】
　心臓停止患者において冷却カバーを使用する場合に、心臓マッサージするための電気的
な装置が配置されていると、効果的である。このようにして、同時に自動的に心臓マッサ
ージをしながら、患者の冷却を組み合わせることができる。心臓マッサージのための自動
的なポンプは、患者の胸郭の回りに止め付けられる。胸郭への周期的な圧力衝撃によって
、血液循環が維持される。この種の自動的な心臓マッサージ装置が本発明に基づく冷却カ
バーとも組み合わされる場合には、患者の生存チャンスがさらに向上する。
【００４１】
　冷却部材は、それぞれ使用領域に応じて、覆いまたは寝袋の形式で配置することができ
る。
【００４２】
　脳を冷却するために、フードの形式を選択することもできる。その場合にはもちろん、
冷却部材の大きさをそのように適合させなければならない。フードについては、冷却カバ
ーのより小さい曲げ半径を得るために、覆い用よりも小さい冷却部材が使用される。
【００４３】
　同様に、患者の腕または脚を収容するために、冷却部材をチューブの形式で配置するこ
とが可能である。
【００４４】
　さらに、たとえば手または足を捻挫した場合に適用するために、冷却部材をミトンまた
はストッキングの形式で配置することもできる。
【００４５】
　種々の冷却液または種々の大きさの冷却部材を使用する場合に、適当な冷却カバーを選
択する際に支援するために、コード、好ましくはカラーコードを設けることができる。そ
れによってたとえば、医者または看護人が迅速に然るべき冷却カバーを選択して適用する
ことができる。
【００４６】
　第２の本発明に基づく課題は、上述した装置によって解決され、その場合に冷却器具は
冷却カバーを０℃より下の温度に冷却するように形成されている。その場合に重要なこと
は、冷却プロセスのために、冷却液が凍った状態から液体の状態へ移行する時に吸収され
る融解熱を利用するために、冷却液を凍らせることである。氷点よりさらに下に冷却する
ことは、収支全体にとってほんのわずかである。
【００４７】
　冷却器具は、強冷却器具の形式の、電気的に駆動される強冷却アグリゲートによって形
成することができる。
【００４８】
　同様に、冷却器具をペルティエ部材によって形成することも可能である。
【００４９】
　救急車両用または他の適用場合において、冷却器具が外部のエネルギ源なしで十分であ
り、冷却カバーを収容するための、熱絶縁部を有するパッシブな容器によって形成されて
いると、効果的な場合もある。その場合に冷却カバーがまず強冷却器具内で冷却されて、
その後所定の時間の間、熱絶縁部を有する上述したパッシブな容器内に保存される。適切
な熱絶縁部を選択することによって、外部のエネルギの供給なしで、冷却カバーが使用で
きなくなるほど暖められることのない、数日から１週間までの時間を得ることができる。
【００５０】
　排気されたケイ酸からなる容器の熱絶縁が、特に効果的である。たとえば、Ｗａｃｋｅ
ｒ社は登録商標ＷＤＳの名称で、優れた絶縁特性を有する、ケイ酸からなる断熱フィルム
を提供している。
【００５１】
　救急車両内、あるいはまた救急領域において使用するために、冷却カバーが患者寝椅子
内に統合されていると、効果的である。それによって冷却カバーはいつでもすぐ使用でき
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るように準備されており、迅速に適用することができるので、心臓停止患者においてより
高い生存チャンスを得ることができる。
【００５２】
　本発明の他の特徴によれば、温度を測定するための少なくとも１つのセンサが設けられ
ている。評価ユニットおよび場合によっては音響的および／または視覚的な出力ユニット
と接続することができる、この種のセンサによって、たとえば冷却器具内の温度を文書化
し、たとえば所定の温度を上回った場合に、所定の措置がとられることが、可能である。
【００５３】
　なお、本発明に基づく冷却カバーと冷却装置は、人においてだけでなく、理論的には動
物においても適用することができる。
【００５４】
　添付の図面を用いて、本発明を詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　図１は、患者１を図式的に示す上面図であって、患者には上体にも四肢にも本発明に基
づく冷却カバー２が配置されている。冷却カバー２は、以下で詳細に説明する、少なくと
も１つの冷却部材３からなる。それぞれ適用場合に応じて、冷却カバー２を平面的に、あ
るいはチューブとして形成することができる。冷却カバー２は、特に迅速かつ簡単に適用
可能であって、本発明に基づく特徴により皮膚を低すぎる温度に冷却し、それに伴って火
傷が生じることを防止する。他方で、冷却カバー２によって、迅速に身体温度を低下させ
、たとえば心臓停止の場合に生存チャンスと完全な治癒のチャンスを高めることが可能で
ある。
【００５６】
　図２は、図１に基づく患者１を断面線II－IIに沿って断面で示している。その場合に胸
郭と腕の回りにチューブ状の冷却カバー２が配置されている。冷却カバー２の適用を容易
にするために、この冷却カバーはフラットに構成することができ、かつ患者１の身体また
は身体部分の回りに巻き付けて固定することができる。心臓停止患者においては、胸部領
域、脊椎を保護するために背中領域および脳を保護するために頭部領域を冷却カバー２に
よって覆うことが重要である。冷却カバー２は、好ましくは複数の冷却部材３からなり、
その冷却部材が、たとえばラテックスからなる、フレキシブルな基盤４上に配置されてい
る。基盤４を使用する代わりに、もちろん冷却部材３を互いに結合することもできる。
【００５７】
　図３は、たとえば直方体の形状を有する、冷却部材３を上面図で示している。図４の断
面図から明らかなように、冷却部材３は被覆５からなり、その被覆は低温に耐える伸張可
能なプラスチック、たとえばラテックスまたはシリコンからなる。被覆５は、接触プレー
ト６と結合されており、その接触プレートは好ましくは、たとえば金属のような、熱伝導
性の材料、あるいは熱伝導性のプラスチックからなる。もちろん、被覆５と接触プレート
６を一体的に形成することもできる。その場合には、ラテックスが極めて容易に加工でき
るために、特に適している。さらに、この材料は、環境になじみ、かつ低い温度に耐え、
特性が劣化することがない。冷却部材３内に、熱伝導の良い材料７があって、その中に冷
却液８が埋め込まれている。たとえば金属ウール、金属泡またはグラファイトによって形
成することができる、熱伝導の良い材料７によって、熱伝導性が増大されて、従って冷却
液８の低温が患者１の身体の表面へ迅速に伝えられる。冷却部材３内の冷却液８が外部か
ら暖められるのを防止するため、ないしは減少させるために、冷却部材３の、患者１とは
逆の側に熱絶縁部９を配置することができる。付加的に、熱絶縁部９に、たとえば太陽入
射による、加熱を防止するために、反射層１０を設けることもできる。この反射層１０は
、たとえば、冷却カバー２上に簡単に吹き付けれれる、アルミニウム粒子とラテックスの
混合物を塗布することによって形成することができる。基盤４上の冷却部材３ないし複数
の冷却部材３の配置が、患者１のそれぞれの身体部位へ載置される。冷却部材３の内部の
材料８の熱伝導性が良いことに基づいて、患者１の皮膚表面の迅速な冷却がもたらされ、
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従って患者１のコア体温の比較的迅速な低下がもたらされる。
【００５８】
　図５は、冷却カバー２の一部を断面で示しており、この冷却カバーにおいて冷却部材３
がフレキシブルな基盤４上に配置されている。その場合に冷却部材３は直方体形状ではな
く、ピラミッド台の形状で配置されており、それがより容易に形成できることと、より良
好な安定性をもたらす。冷却部材３は、フレキシブルな基盤４と一体的に形成することも
できる。冷却部材３の内部に、熱伝導性の良い材料８と冷却液７＊＊が設けられている。
患者１から冷却部材３への熱移動を改良するために、冷却部材３の領域内で基盤４は好ま
しくは残りの領域よりも少ない厚みで形成されている。もちろん同様に、冷却部材３の、
患者１の身体へ向いた側に接触プレート６（図４を参照）を配置することも、可能である
。所定の適用のためには、患者１の皮膚を所定の温度以下に余りに速く過冷却することを
防止するために、冷却カバー２と患者１の皮膚表面との間に熱を絶縁する層１１を配置す
ることができる。患者１の皮膚表面の温度を監視するために、センサ１２を設けることが
でき、そのセンサは患者１の皮膚上に取り外し可能に載置され、あるいは接着されるか、
あるいは熱を絶縁する層１１内または冷却カバー２の基盤４内に配置されている。温度セ
ンサ１２は、医師または看護人に皮膚のそれぞれの温度を表示することができるようにす
るために、然るべき評価エレクトロニクスおよび場合によっては音響的または視覚的な出
力ユニットと接続されている。すでに上述したように、冷却カバー２の、患者１の身体へ
向いた側の少なくとも一部に、患者１の皮膚表面とのより良好な結合を可能にするために
、接着剤層（図示せず）を設けることができる。
【００５９】
　図６は、それぞれ４つの冷却部材３からなる、２つの冷却カバー２の上面図を示してお
り、冷却カバーは結合部材１３、たとえばファスナーを有している。このようにして、複
数のモジュールから、適切な冷却カバー２を形成することができる。冷却部材３の間にお
いて、冷却カバー２に切込み２２、ミシン目などを設けることもできる。これらが、患者
１の皮膚表面と冷却カバー２との間に絶縁性の空気クッションが生じることを阻止し、他
方で冷却カバー２の柔軟性を増大させる。切込み２２は、たとえば冷却カバー２の製造後
に、打抜きによって簡単かつ迅速に形成することができる。さらに、冷却カバー２は、こ
の種の切込み２２またはミシン目の領域内で容易に、好ましくは道具なしで、分離するこ
とができ、従って冷却カバー２を大きさのそれぞれの条件に適合させることができる。
【００６０】
　冷却カバー２を、心臓マッサージするための自動的な装置（図示せず）と組み合わせる
ことも、最適である。
【００６１】
　図７は、上述した冷却カバー２を冷却するため、あるいはすでに冷却されている冷却カ
バー２を暖まらないように保護するための冷却器具１４を断面で示している。冷却器具１
４は、好ましくは冷却カバー２を０℃より低い、ないしはこの冷却液８の氷点より低い温
度に冷却するように形成されており、冷却アグリゲート１５を有し、それが電流供給１６
と接続されている。冷却器具１４は、冷却カバー２を収容するための、熱絶縁材１７を有
するパッシブな容器２１によって形成することもできる。然るべき熱絶縁材１７を選択す
る場合には、すでに冷却されている冷却カバー２を、電気エネルギの供給なしで、何日か
にわたって保存することができる。冷却器具１４の容器１６＊＊＊内に温度を測定するた
めのセンサ１８を設けることができ、そのセンサは評価ユニット１９および場合によって
は音響的ないし／または視覚的な出力ユニット２０と接続することができる。それいよっ
て冷却カバー２の使用準備完了状態を監視することができる。
【００６２】
　特に、患者用寝椅子内に冷却器具１４が一体化されている適用も、興味深い。それによ
って冷却カバー２を特に迅速に使用することができ、それが患者１の心臓停止の場合には
、特に重要である（図示せず）。
【００６３】
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　そして、図８は、動物実験において本発明に基づく冷却カバー２を適用した場合の、実
験動物の皮膚の下２７．５ｍｍの深さにおける身体温度ＴKと皮膚表面における温度ＴHの
推移を示している。その場合に７５－９５ｋｇの重量を有する豚に、本発明に基づく冷却
カバー２が設けられた。冷却部材３は、純粋な水を有しており、それがアルミニウム削り
屑内に埋め込まれた。時点ｔ０で、冷却カバーが実験動物へ載置され、その後皮膚温度Ｔ
Hが数秒内に０℃に低下した。０℃よりさらに温度を下げることは、冷却液７として水を
使用しているために不可能である。従って、実験動物の皮膚に凍傷をもたらすことはでき
ない。時点ｔ０で冷却カバー２を取り付けた後数秒ですでに、身体温度ＴKが低下し始め
、そして約１５分後に３２－３３℃に達した。身体温度ＴKは、それぞれ適用の長さに応
じてさらに低下し、約３０分後に２４－２５℃に達した。その場合に、身体温度ＴKの時
間的推移は、実験層物ないし患者１の循環と冷却カバー２の大きさに依存している。豚で
の動物実験においては、約３０分以内に５℃の脳温度の低下が得られた。その場合に冷却
カバー２によって約０．６ｍ2が覆われた。
【００６４】
　本発明に基づく冷却装置１と本発明に基づく出力装置４は、病院などの外でも、特に心
臓停止を有する、患者の特に迅速な冷却を可能にし、それによって生存チャンスを増大さ
せ、かつ脳障害の危険を低下させることができる。この装置は、マイルドな低体温または
より高い低体温が好ましい、他の場合においても、適用することができる。
【００６５】
　例を用いて、本発明をさらに詳細に説明する。下にある表は、幾つかの材料について固
有の熱容量ｃ、熱伝導率λおよび密度ρのための値ないし値範囲を示している。

【表１】

【００６６】
　アルミニウムとグラファイトは、熱伝導性λに関してほぼ同一の特性を有している。固
有熱容量ｃに関する重量と体積に関して、グラファイトはアルミニウムに対して利点を有
している。水は、極めて悪い熱伝導率λを有する。水に、たとえば１０体積％のアルミニ
ウムまたはグラファイトが添加された場合に、熱伝導率λは約２０倍だけ上昇する。従っ
て冷却液、特に水を、それに対して極めて良好な熱伝導率λを有する材料内へ投入するこ
とによって、水の劣った熱伝導性が克服される。氷の熱量量ｃは、比較的小さい体積のア
ルミニウム、グラファイトまたは銅によって、本質的に影響されない。従って氷の熱容量
ｃがアルミニウム、グラファイト、銅などの熱伝導率λと組み合わされる。皮膚表面にお
いて０℃の所望の温度を達成するために、水を－５℃から－２０℃に凍らせることによっ
て、約１０－４０ｋＪ／ｋｇの熱吸収性が生じる。
【００６７】
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　大まかな仮定に従って、人間の組織の固有の熱容量ｃは、４ｋＪ／ｋｇ．℃と仮定する
ことができる。従って３５℃の皮膚温度において、１４０ｋＪ／ｋｇの、従って冷却マッ
トの熱吸収能力の３－１４倍の、熱吸収能力が得られる。従って、冷却カバーが皮膚に凍
傷をもたらすことは、不可能である。氷が溶けた場合に、氷の融解熱による冷却効果が生
じる。しかし、通常の氷においては、熱吸収と融解によって皮膚表面と氷の間に水の層が
生じて、身体のさらなる冷却を阻止するが、本発明によって絶縁層の構築が阻止され、従
って効果的な冷却が生じる。
【００６８】
　約９０ｋｇの重量と３８℃の体温を有する人体を５℃だけ冷却するために、熱量Ｑ＝ｃ
．ｍ．ΔＴ＝４・９０・５＝１８００ｋＪが必要である。そのためには、５ｋｇより少し
多い質量の氷が必要である。理論的な値は、実際に動物実験において証明された値と良好
に一致した。７５－９５ｋｇの重量を有する豚での研究において、それぞれ１４ｃｍ×３
８ｃｍの７枚の冷却カバーとそれぞれ８ｃｍ×３０ｃｍの７枚のマット片および１５ｃｍ
×４０ｃｍの頭部フードが使用された。これは、約０．６ｍ2の表面積をもたらす。冷却
カバーは、－１５℃に凍らせられた。豚の脳内における所望の５℃の温度低下は、３０分
以内に生じる。
【００６９】
　具体的な実際的結果は、さらなる実験を用いて裏付けられ、かつ最適化されなければな
らない。
【００７０】
　すでに上述したように、冷却カバーは、製品、たとえば食料品などを冷却するためにも
使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】図１は、患者とその患者に配置された冷却カバーを図式的に示している。
【図２】図２は、図１の切断線II－IIに沿って患者を示す断面図である。
【図３】図３は、冷却カバーの冷却部材を示す上面図である。
【図４】図４は、図３の冷却部材を切断線IV－IVに沿って示す断面図である。
【図５】図５は、冷却カバーの一部を拡大した寸法で示す断面図である。
【図６】図６は、複数の部材から構成された冷却カバーを示す上面図である。
【図７】図７は、冷却カバーを冷却するための冷却装置を示す断面図である。
【図８】図８は、動物実験に基づく皮膚と皮膚の下の温度推移を示している。
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